
　

　

【令和7年4月１日より】

1 ． 事業所の概要

　

　

　

　

　

　

※

2 ． 当事業所の運営方針

と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、利用者の能力に応

じた日常生活を営むことができるようにし、 １日でも早い家庭復帰を支援することを目的とし

た施設です。

当施設においては、これらの目的に沿って次のような運営方針を定めています。

また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めると共に、関係市町村とも連携を図り総合的

居 宅 サ ー ビ ス 重 要 事 項 説 明 書

（通所リハビリテーション）

事　　 業　　 所　　 名 介護老人保健施設　ヴィラフローラ

所　　　　 在　　　　 地 高知県土佐市新居萩の里１番地

開　 設　 年　 月　 日 平成　８　年　７　月　１７　日

事 業 所 指 定 番 号 第　３９５０５８００１３　号

管理者及び電話番号等 氏　名
電話番号 （０８８）８５６－２２２０うえば　やすお

上 羽　康 夫

また、居宅サービスとして短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）や通所リハビリ

テーション（介護予防通所リハビリテーション）も実施しております。

１．看護及び医学的管理のもとで心身の機能を維持しつつ、専門職によるリハビリテーション

     を行い、早期の家庭復帰を目指した介護サービスを提供します。

２．利用者のご家庭との連絡を密にし、相互の信頼関係を大切にします。

３．利用者の自立性、主体性を尊重し、利用者の立場に立った支援関係が保てるよう専門

ＦＡＸ番号 （０８８）８５６－２２５０

サービス提供地域 土佐市　・　須崎市（浦ノ内）　・　高知市春野町（仁ノ、西畑）

上記地域以外の方でも、ご希望の方はご相談下さい。

　 介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療

７．安心して利用いただける介護サービスを維持するため、健全な施設運営に努めます。

なサービスの提供に取り組んでいきます。

     性を発揮します。

４．役割に応じて働きやすい環境づくりを努め、魅力のある職場を創造します。

５．他の医療機関等との連携を密にし、医療、保健、福祉の向上に努めます。

６．ボランティアや地域の皆様方との交流を深めて、介護に関する知識の向上や、介護用

     品の普及と介護相談を実施するなど、地域に必要な施設としての責任を果たしていき

     ます。
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１　室

１　室

１　室

２　室

 　 　 　 　

７　台 １０人乗り ６台 ４人乗り １台

　 　

4 ． 職員の配置状況

（１）主な職員の配置状況 単位：人

1 1

2 2

6 6

1 1

5 5

1 1

1 1

1 1

当事業所の設備概要

　
通所リハビリテーション定員 １日あたり　５０名

浴　　　　　　　　室 一般浴槽と特別浴槽（ﾘﾌﾄ入浴設備）を完備

送　 迎 　車 　両

（令和7年4月１日時点）

職　　　　種 常  勤  職  員 非 常 勤 職 員 計

機　能　訓　練　室 １１８．０㎡

デ　イ　ル　ー　ム ７０．８㎡

食　　　　　　　　堂 ６３．０㎡

作業療法士

言語聴覚士

管理栄養士

介護支援専門員

事 務 職 員

医　　　　 師

看 護 職 員

薬　 剤　 師

介 護 職 員

支援相談員

理学療法士
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（２）主な職員の勤務体制 　

標準的な時間帯における最低配置人員

日中 １　名

標準的な時間帯における最低配置人員

日中 ４　名

※各曜日の日中によっては、上記と多少異なる場合もあります。

（３）通所リハビリテーション利用時間 　

※利用時間６時間未満についても、状況等によってはご利用いただける場合もありますので

　 ご相談ください。

①　年末年始（１２／３１～１／３）の間は休業日とさせていただきます。

②　台風等の災害時については、利用者の安全面を考慮し『臨時休業日』とさせていただく

　　 場合があります。（この場合、当施設での判断基準は「県内公立小・中学校の動向」に

　　 よって決定することとしています。）

③　当施設における通所リハビリテーションの居宅支援サービス計画（ケアプラン）は６時間　

　　 以上７時間未満の区分を基本型としてサービス提供にあたるものとする。

　　 ただし、何らかの理由によって利用時間が６時間未満となった場合には、『指定居宅サ

　　 ービスに要する費用の額の算定に関する基準』に基づき、『所要時間３時間以上４時間

④　通所リハビリテーションを何らかの理由により、お休みされる場合（利用キャンセル）は

その他職員

職　　　　種 毎週月～金曜日 第１・３・５土曜日 第２・４土曜日・日祝日

医　　　　 師 ９：００　～　１７：００ ９：００　～　１２：００ 休　　　日

作業療法士 日祝日は休日

介護支援専門員
９：００　～　１７：００ ９：００　～　１２：００ 休　　　日

支 援 相 談 員

薬　 剤　 師 ９：００　～　１７：００ ９：００　～　１２：００ 休　　　日

９：００　～　１７：００

理学療法士 理学又は作業療法士１名 理学又は作業療法士１名

９：００　～　１７：００ ９：００　～　１７：００

日曜日

通所リハビリテーション １０：００　～　１６：００ １０：００　～　１６：００
休　業　日

（当施設基準） ６時間以上７時間未満 ６時間以上７時間未満

看 護 職 員
９：００　～　１７：００

介 護 職 員
９：００　～　１７：００

サービスの種類 平　　　日 土 曜 日

ご利用に関するお願い

　　 未満』または『所要時間４時間以上５時間未満』など、それぞれの実施状況に応じて適

　　 合する通所リハビリテーション費の保険請求を行います。
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　　 願いいたします。

　　 迎えに出向いた際には速やかに乗車できるよう支度等のご協力をお願いいたします。

⑥　通所リハビリテーションの場合、利用者の方の体調が良くない場合（風邪や発熱、蕁

　　 麻疹、腹痛など）には、お休みいただきますよう宜しくご協力願います。

　　 体調の悪い状態でご利用された場合には、利用途中でもご家族にお迎えに来ていた

　　 だかなければならないことがありますのでご留意ください。

（４）職員の研修体制 　

①

② 継続研修

5 ．

（１）介護保険給付対象サービス 　

内 容 　

　

採用時研修 年１回

月１回以上

サービスの内容及び利用料金

【サービス内容】

種　　　類

　　 必ず施設の方へ事前に連絡してください。なお、連絡は利用当日の午前９時までにお

⑤　施設での送迎については、限られた時間内において利用者の送迎を行うことから、お

 　　職員の資質の向上を図るため、下記のとおり研修を行っています。

排　　　泄

　・利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立につ

　　いても適切な援助を行います。

　・オムツを使用する方に対しては、適時の交換を行います。

　・理学・作業療法士及びその他職員より、利用者の心身に応じて日常生活

　　に必要な機能の回復又は低下を防止するための訓練を実施します。

介　　　護
　・居宅支援サービス計画（ケアプラン）に基づくサービス提供を行います。

　　また、利用者ご本人やご家族の希望を十分に取り入れるよう配慮します。

送　　　迎 　・当施設の送迎車両により、施設とご家庭との間の送迎を行います。

入　　　浴

　・居宅支援サービス計画（ケアプラン）上、入浴介助を行うこととなっている

　　利用者に対して実施いたします。

　・一般浴槽と特別浴槽（リフト浴）を完備しており、車椅子の方でも特別浴

　　槽（リフト浴）を利用して入浴することができます。

　・利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成し、その進捗状況を定期

　　的に評価するとともに見直し等を行う『リハビリテーションマネジメント』を

機 能 訓 練 　　行います。

(ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ) 　・医師の指示のもとに必要と判断された利用者の方には、１人の理学・作業
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　・時節に応じた各種行事を実施して、利用者の方に楽しんでいただきます。

　

認定による要介護の程度により異なります。各サービス利用料金については別表のとおり。

で、第３段階の方については２４，６００円、市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者、

生活保護受給者、市町村民税非課税世帯で合計所得と課税年金収入を合わせて８０万円

以下の方については１５，０００円）を超えた金額については、申請することにより保険者で

ある市町村より『高額介護サービス費』として払い戻し制度がありますのでお尋ね下さい。

（２）介護保険給付対象外サービス 　

以下のサービスは、介護保険給付対象外サービスとなり、ご利用された場合には利用料金

の全額が利用者負担となります。

　管理栄養士の立てる献立によって、栄養

　状況や利用者の身体の状況および嗜好 １日あたり ６００円

　　療法士が１人の利用者に対して実施する『短期集中リハビリテーション』を

　　行います。

　・原則として機能訓練室にて行いますが、施設内でのすべての活動が機能

　　訓練のためのリハビリ効果を期待したものです。

健康管理
　・医師や看護職員が、健康管理を行います。

若年性認知症ケア
　・若年性認知症の利用者を対象に、高齢者とは区分して利用者の特性や

　　ニーズに応じたサービス提供を行います。

レクリエーション
　・遠足や見学等で施設外へのレクリエーションも行います。

相談援助サービス 　・利用中の問題等については、支援相談員が適時対応いたします。

栄養改善

　・低栄養状態にある利用者やその恐れのある利用者に対しては、管理栄養

　  士が看護・介護職員と共同して栄養ケア計画を作成し、これに基づく適切

　　なサービスの実施や定期的な評価や計画の見直しを行います。

口腔機能改善

　・口腔機能の低下している利用者やその恐れのある利用者に対しては、専

　　問職員が口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づく適切なサー

　　ビスの実施や定期的な評価や計画の見直しを行います。

食  事  代

【サービス利用料金】

　 介護保険給付対象サービス（当施設を利用する場合）に係る利用料については、要介護

【高額介護サービス費の払い戻し】

  サービス利用に係る自己負担額（月額）が、４４，４００円（ただし、市町村民税非課税世帯

種　　　類 内　　　　容 利用料金
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　等を考慮した食事を提供します。 （おやつ代含む）　

　金額については、食材料費および調理に

　係る費用を基に定めています。

昼食　 １２：００　～　１２：３０

　

（３）利用料金の支払い方法 　

前記（１）、（２）の利用料金については、毎月１５日までに前月分の請求書を発行しますの

で、当該請求の月末までにお支払いください。

なお、お支払い方法は、下記のいずれかの方法にてお願いいたします。

① １階事務所の会計窓口での現金払い

② 郵便書留による現金送金

③ 指定口座への現金振込

④ 郵便貯金からの口座引き落とし

　 ③の場合の振込先口座は下記のとおりです。

④の郵便貯金からの口座引き落としについては、別途手続きが必要となります

   ので希望される場合には、ご相談下さい。
　

6 ．

当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいています。

・名　 称

・所在地 土佐市高岡町甲１８６７

・名　 称

・所在地

　　　　【併設医療機関（協力医療機関】

・名　 称

食  事  代

　　（食事時間）

四国銀行　　 高岡支店
 

普　通 口　座　番　号

　　　　【協力医療機関】

土佐市立土佐市民病院

　　　　【協力歯科医療機関】

河合歯科医院

土佐市宇佐町宇佐７２１－２

白菊園病院

５１１７１９５

口座名義
　　医療法人　　白菊会

老人保健施設　　ヴィラフローラ
　

協力医療機関及び併設医療機関等について
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・所在地

7 ．

　

　

8 ．

（１）利用者に対する通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合には、施設の

9 ．

（１）当施設では、利用者の皆様に安心して介護サービスを受けていただくために、より良い

火気の取扱い 　火災の原因となる火気については、持込み禁止となっています。

      居室・設備等 　施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。　

の使用 　これに反したご利用によって、破損・故障等が生じた場合には弁償していただ

土佐市新居萩の里１番地

施設利用にあたっての留意事項

喫　　　　  煙 　施設内は禁煙となっているため、喫煙はできませんのでご了承下さい。

飲　　　　  酒 　禁止となっています。（行事などで施設が認める場合は除く。）　

　　　迷惑行為等
　騒音など、他の利用者の迷惑になるような行為はご遠慮願います。

　施設との信頼関係を損なうような場合には、利用をお断りすることがあります。

ペットの持込み 　禁止となっていますので、ご協力願います。

宗  教  活  動 　他の利用者の迷惑にならない程度に願います。

　くことがあります。

金銭・貴重品
　 なるべく貴重品は持ち込まないようお願いします。

の管理

所持品・備品
　 なるべく必需品以外は持ち込まないようお願いします。

　    等の持込み

　　 責任として速やかに保険者である各市町村の各部署ならびに当該利用者のご家族、当

　　 該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を入れるとともに、必要な措置を講じる

　　 ものとする。

（２）利用者に対する通所リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合に

　　 は、損害賠償を速やかに行うこととする。

（３） 事故発生時に行った処置等については、施設側にて記録として残すこととする。

身体拘束に 　当施設では、『身体拘束廃止』に向けたケアを実践しています。

ついて 　徘徊防止や転落防止のために、利用者を車いすにベルト等で固定するような

　ことなど、身体拘束となる行為は行わない方針です。

事故発生時の対応

利用者の皆様の個人情報の保護について

　　 介護をご提供させていただくとともに利用者の方々の個人情報の取扱いにも万全の体

　　 制で取り組んでいきます。

（２）「個人情報保護方針」および「個人情報の使用目的」、「個人情報の開示 ・訂正 ・利用　

　　 停止」等については、当施設内に掲示している文書をご覧ください。
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10 ．

（１）苦情処理の体制及び手順について

①提供したサービスに係る利用者及びその家族からの相談や苦情を受け付ける窓口を設置します。

②相談及び苦情に適切かつ円滑に対応するための体制及び手順は以下の通りです。

1.　事業所内において管理者を中心として相談・苦情処理のための会議を開催します。

2.　事実確認及び問題点の整理を行い、今後の改善策などについて検討を行います。

3.　対応内容に基づき、当該対象者へ処理結果を通知します。

　相談員（責任者）　　　濱田　浩嗣（事務長）

月～金曜日
　対応時間

　

　対応時間　　　　午前８時３０分より午後５時迄

　

　対応時間　　　　午前８時３０分より午後５時迄

※ 土佐市以外の市町村にて介護保険の要介護認定を受けておられる利用者の方は 

　　 お尋ねください。

相談窓口、苦情対応について

（２）サービスに関する相談・要望および苦情等については、次の窓口で対応いたします。

　電話番号　　　　０８８－８５６－２２２０

当事業所利用者様相談窓口

　ＦＡＸ番号　　　　０８８－８５６－２２５０

（３）個人情報保護に関するご質問などについては、事務所（事務長　濱田）までお気軽に　

　対応日　　　　 　月曜日～金曜日

　所 在 地  　　 高知市丸ノ内２－６－５

高知県国民健康保険 　電話番号　　　　０８８－８２０－８４１０　

団体連合会（国保連） 　ＦＡＸ番号　　　　０８８－８２０－８４１３

　　　　９時より１７時迄

第１，３，５土曜日　９時より１２時迄

（２）公的機関においても、次の機関に対して苦情の申立てができます。

　所 在 地  　　 土佐市高岡町甲２０１７－１

　電話番号　　　　０８８－８５２－１１１３

市町村介護保険相談窓口 　ＦＡＸ番号　　　　０８８－８５０－２４３３

　対応日　　　　 　月曜日～金曜日
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　　それぞれの要介護認定をうけられた各市町村役場にも介護相談窓口がありますの

　　でお尋ねください。

11 ． 非常災害対策について

消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画

に基づき、また、消防法第８条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行います。

③非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼し、点検の際は防火管理者が必ず立ち会います。

　 ⑤火災の発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるために

・・・・・・
　

・・・・・・

・・・・・・

地域住民の参加や理解が得られるよう努めます。

12 ． 衛生管理・感染症対策等について

（１）利用者の使用する施設、設備、食器などについては、常に衛生的な管理に務めます。

（２）飲用に供する水についても定期的な点検の実施など、衛生上必要な措置を講じます。

（３）感染症が発生し又はまん延しないように、感染書及び食中毒の予防及びまん延の防止の

　　ための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を以下の通り整備します。
　

①　月1回以上感染症の予防及びまん延防止のための委員会を開催します。

②　施設職員に対し、感染書の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に開催します。

13 ． 業務継続に向けた取り組みについて

当施設では、災害や感染症等が発生した場合においても必要なサービスが継続して行えるように

業務継続計画の策定及び研修の実施、訓練を行い、必要な処置を講ずるものとします。

14 ． 虐待防止について

当施設では、虐待発生又は再発の防止等の観点から次の各号に掲げる措置を講じます。

（１）虐待の発生又はその再発を防止するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

　　ついて当施設職員に周知徹底を図ります。

（２）虐待防止のための指針の整備を行います。

（３）当施設職員に対して虐待防止のための研修を定期的に実施します。

その他必要な災害防止対策についても、必要に応じて対処する体制をとり、

1.防火教育及び基礎訓練（消火・通報・避難） 年２回以上

（うち１回は夜間を想定した訓練）

2.　利用者を含めた総合避難訓練 年１回以上

3.　非常災害用設備の使用方法の徹底 随　時

①防火管理者は事業所管理職員（事務長）を充て、火元責任者には担当職員を充てます。

②始業時・就業時には、火災危険防止のため自主的に点検を行います。

④非常災害用設備は、常に有効に保持するよう努めます。

自衛消防隊を編成し、任務の遂行にあたります。

⑥防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防・非常災害訓練を実施します。
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（４）前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。

15 ． 身体拘束について

当施設では、原則として利用者に対しての身体拘束を廃止します。但し、当該利用者または

他の利用者等の生命または身体を保護するため等、緊急やむを得なく身体拘束を行う場合

（１）緊急性　（２）非代替性　（３）一時性の3原則に照らし合わせて必要最低限で実施します。

また、上記取り組みについては身体拘束適正化指針に基づき、当施設内での委員会

「身体拘束適正化委員会」によって適切に管理します。

また、当施設職員に対して身体拘束適正化のための研修を定期的に実施します。

16 ． ハラスメントについて

当施設では、利用者や職員に対する各種ハラスメントの防止のために、体制整備を行います。

17 ． 第三者評価の実施の有無

当施設では、提供するサービスの第三者評価については、実施しておりません。
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